
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 小榊地区の主な行事 場所等 

６月２日(日) 
神の島公園 

あじさいまつり 

神の島公園 

多目的広場 10：00～ 

６月２２日（土）予定 
子どもを守る強調月間 

100人パトロール 

西泊中～ 

小瀬戸・立神 

６月２７日（木）予定 
地域の子どもについて 

語ろう会 
小榊地域センター２階 

７月７日(日) 
西泊中学校区育成協 

ペーロン体験 

神ノ島町１丁目 

公民館横広場 

７月下旬 
長崎ペーロン選手権 

中学校大会 

長崎港内 

（松ヶ枝国際観光埠頭前） 

小榊地区のおもな行事 

★小榊地区の自治会加入率は、80%超で微増傾向です！ 
 

  
前回は、年齢３区分別（14歳以下、１５歳～６４歳、65 歳以上）の人口の推移を特集しました。今回は、長崎市と小榊地区の自治会 

加入率を比較してみました。長崎市は、昭和 50年頃のピーク時には、95.4%の加入率がありましたが、年々減少し、平成 30年 6 月現在

では、68.4%となっています。 

一方小榊地区は、市全体と比較し、自治会加入率は、平成 30年６月には、80%を超え、高い傾向となっています。 

これは、特にみなと坂地区が、自治会加入率が 100%となっているため、人口の増加とともに全体を押し上げていることも一因になって

います。 

今後、高齢化が進んでいくなかで、地域の支えあいは、ますます重要となってきます。小榊地区全体を見ると長崎市平均の加入率を下回る

地域もあります！より良い地域づくりのためには、自治会活動は欠かせません。自治会に加入し、積極的に自治会活動に参加しましょう！ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

  
令和元年５月 27日 長崎市小榊地域センター発行 小榊地域の人口等（H31 年４月末現在） 世帯数 2,593 世帯 人口 6,719 人（男 3,206 女 3,513） 

 

Vol.3 

こさかき 地域センターだより 

小榊地域センター新所長 德永です！ 
     

前任の相川所長に代わり、４月１日付の

人事異動で小榊地域センター所長となりま

した德永千洋と申します。今後も小榊地区

の皆さまに親しんでいただける行政窓口と

して、お役に立てるよう取り組んでまいり

ます。よろしくお願いいたします。 

新しく令和の時代を迎えました。今後も身近な市役所とし

て、職員一同頑張ってまいりますので、お気軽にお立ち寄りく

ださい！ また、地域の行事の様子など小榊地域センターホー

ムぺージでも紹介していますので、ぜひご覧ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数字で考える こさかき 

  

※市役所の支所、行政センターを含めた組織のあり方の見直し説明資料より 

（平成 29年 3月長崎市行政体制整備室作成） 

※長崎市全体の自治会加入率は各年の 6 月１日時点の長崎市の推計人口世

帯数と６月時点の自治会加入世帯により算出。 

※小榊地区の自治会加入率は、各年の６月１日時点の長崎市の推計人口世帯

数と住民基本台帳世帯数の割合により各町の推計人口世帯数を算出し、６月１

日時点の自治会加入世帯数により算出。 



 

 
   

●前回に引き続き、昭和 50年代以降の主な出来事をまとめました。 

 このコーナー（小榊地区の歴史）は、今回が最終回となります！ 

年代 出来事 

昭和 51 年 4 月 1 日 小榊合同庁舎開設 

昭和 51 年 11 月 15 日 長崎市清掃工場起工式 

昭和 52 年 2 月 22 日 木鉢地区公民館完工落成式 

昭和 52 年 4 月 11 日 稲佐警察署小瀬戸町警察官駐在所新築移転 

昭和 53 年７月 木鉢大橋開通 

昭和 53 年 11 月 27 日 長崎小榊郵便局新築移転 

昭和 54 年 3 月 23 日 西工場完成落成式 

昭和 54 年 5 月 21 日 木鉢トンネル開通 

昭和 54 年 6 月 1 日 長崎バス立神経由で神ノ島まで運行 

昭和 54 年６月 
老人福祉施設もみじ荘開設（平成 28年 9月

廃止） 

昭和 55 年 
臨港道路完工（昭和 50年着工 西泊～神ノ

島） 

昭和 55 年 4 月 1 日 長崎汽船の木鉢・小瀬戸寄港廃止 

昭和 56 年 5 月 木鉢教会聖堂再建（献堂） 

昭和 56 年 9 月 神ノ島工業団地分譲開始 

昭和 56 年 10 月 7 日 長崎市民木鉢プール開設 

昭和 57 年 1 月 18 日 旭大橋開通 

昭和 57 年 7 月 23 日 
長崎大水害で小瀬戸町がけ崩れ死者１名全半

壊２戸 

昭和 59 年 11 月 14 日 岬のマリア像改修し序幕式 

昭和 60 年 10 月 2 日 池之神社再建（昭和 59年 2月に全焼） 

平成 2 年 長崎バス神ノ島営業所が設置される 

平成 4 年 7 月 西部下水処理場供用開始 

平成 17 年 12 月 11 日 女神大橋開通 

平成 26 年 4 月 小瀬戸町公民館完成 

平成 26 年 4 月 小百合園保育所落成式 

平成 27 年 3 月 木鉢町１丁目自治会公民館完成 

平成 27 年 8 月 神ノ島２丁目自治会公民館完成 

平成 27 年 9 月 神ノ島北部自治会公民館完成 

平成 28 年 8 月 1 日 
小榊小学校移転（小瀬戸町 から みなと坂１

丁目へ） 

平成 28 年 10 月 新西工場供用開始 

平成 29 年 10 月 1 日 
長崎市行政サテライトにより、「小榊支所」か

ら「小榊地域センター」へ名称変更 

平成 29 年 10 月 1 日 
木鉢地区公民館から木鉢地区ふれあいセンタ

ーへ移行 

平成 30 年 1 月 長崎市民神の島プールオープン 

 

 

 

豆知識 小榊地区の歴史 第３弾！  

地域のみなさんのご意見をお寄せください！ 
『こさかき地域センターだより』では、今後地域に関する事や 
お役立ち情報を掲載して行きたいと考えています！ 
 
小榊地域センター 
住所：〒850-0077 長崎市小瀬戸町 1015番地 7 
電話：095-865-0740 FAX：095-834-4002   
窓口時間：月曜～金曜（8：45～17：30） 
※祝日及び 12月 29日～１月３日を除く 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ここでは、小榊地域センターの窓口で取り扱う事務で、就学援助や

児童手当などこれから多くなる税証明等の交付について、種類や注意
点を窓口お役立ちメモとして取り扱いました。 

証明等      内 容 等 請求できる方注意点など 

所得・

課税証

明書 

申請年度の市県民税額及び課税

内訳を記載したものです。申請年

度の前年（1月１日～12月 31

日）の所得額、所得控除内訳等な

どが記載されています。 

主に奨学金、授業料免除、児童

手当、年金申請、扶養届など幅広

い手続きに提出を求められます。 

平成 31年度（令和元年度）の

証明書は令和元年 6月５日から

発行できます。 

※収入が無い場合も市県民税の申

告を行えば発行できます。 

１月１日に長崎市に住民

登録があり、確定申告、

市県民税の申告または勤

務先からの給与支払報告

書（源泉徴収）の提出が

あった方について証明で

きます。 
 
※現年度を含む 7年間分

を証明することができま

す。 
 
※本人以外の方は、同世

帯であっても委任状が必

要です。 
 
※平成 31年度（令和元

年度）の所得課税証明に

記載されている所得は平

成 30年分（1月１日か

ら 12月 31日まで）と

なります。 

課税証

明書

（非課

税証明

書） 

当該年度の課税額及び課税内容

を記載したものです。 

主に健康診断やインフルエンザ

等の予防接種の免除の際に世帯主

の非課税証明が求められます。 

※配偶者等の扶養者であれば、未

申告でも非課税証明が発行できる

場合があります。 

納税証

明 

市県民税などの年税額、納付済

額及び未納額を記載したもので

す。必要な税目のものを証明しま

す。 

主に金融機関、保証人、入国管

理局などから求められます。 

 

課税が無い場合は、発行

できません。 
 
※現年度プラス過去３年

分を発行できます。 
 
※本人以外の方は、同世

帯であっても委任状が必

要です。 

完納証

明 

証明日現在において、市県民

税、固定資産税、軽自動車税等税

の滞納がない旨の証明です。 

主に、市営住宅の申込、補助金

申請、指名業者資格審査時などに

求められます。 

課税が無くても発行でき

ます。 
 
※本人以外の方は、同世

帯であっても委任状が必

要です。 

軽自動

車税納

税証明

（車検

用） 

当該年度において、軽自動車の

滞納がない旨の証明です。 

車検の際に領収書を提出できな

い場合に必要です。 

有効期限があり、次年度納期限

の前営業日です。 

※無料で発行します 

本人でなくても、車検証

の写しがあれば、委任状

無しで誰にでも発行でき

ます。 

納付確

認書

（社会

保険料

控除

用） 

国民健康保険税、介護保険料、

後期高齢者医療保険料について、

１月から 12月に納付された金額

を掲載します。 

年の途中での交付の場合、納期

限が年末までの未納額が納付予定

額として記載されます。 

確定申告の際に使用されます。

※無料で発行します。 

賦課がない種目があって

も発行できます。 
 

※本人以外の方は、同世

帯であっても委任状が必

要です。 

ここに

注意！ 

・税に関する証明は、種類が多く、年度の指定もあります。
提出先から来た文書等を参考までにお持ちいただくと取り直
しが少なくなります。 
・本人が窓口に来られず、委任状を作成する場合、代理人
（窓口に来る方）欄を本人（委任者）でなく、代理人（窓口
に来る方）が記載している場合が見受けられます。本人（委
任者）が全ての項目を記載するようにしてください。 
また、委任状に発行する税証明の種類などが記載されてい

ない場合は証明の発行ができませんので注意してください。 
窓口では代理人（受任者）の身分証明を提示いただきま

す。 

※次回以降もよくある窓口の手続きの注意点を掲載していきます！ 

 

 

 

窓口お役立ちメモ 


